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新型コロナウイルス感染症に係る在宅障害児者の生活支援事業 

実施期間の変更について 

 

 平素より本県障害福祉行政の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、標記事業については、令和３年３月１８日付け事務連絡（別添参照）により通

知しているところですが、下記のとおり事業実施期間を変更の上、今年度も実施するこ

ととしていますのでお知らせします。 

本事業の実施に当たり、引き続き、御理解と御協力をいただきますようお願いします。 

 

記 

○事業実施期間 

（変更前）令和３年３月１２日から令和４年３月３１日まで 

（変更後）令和４年４月 １日から令和５年３月３１日まで 

 

○別添資料 

令和３年３月１８日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る在宅障害児者の

生活支援事業の実施について」 
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